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保有個人データの開示等に関する手続き 
 

 

1．事業者の名称 

   株式会社ステッド 

 

 

2.保有個人データとは 

 コンピュータで検索できる、又は体系的に構成した情報の集合物の個人情報であり、本人からの求めに応じて当社

が開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止及び第三者への提供の停止のすべてに応じることができる権限を

有するものです。 

 

 

3．保有個人データの利用目的 

 (1)採用応募者に関する個人情報 

     ・採用の選考および採用応募者との連絡 

 

(2)役員・従業員に関する個人情報 

     ・人事労務管理 

 

 

4．開示、訂正等の手続きについて 

当社では、本人又は代理人から本人に関する保有個人データの開示、利用目的の通知、内容が事実に反する場合等

における訂正、追加又は削除、保有個人データの取扱いが適正でないときの利用の停止、消去及び第三者提供の停止の

請求（以下「開示等請求」という。）を受付いたします。 

 

開示等請求される場合は、以下の書類（1）～（3）を「7．開示等請求の申出先・お問い合わせ先」までご郵送ください。 

（代理人がご請求される場合は下記(3)をご覧ください。） 

 

(1)当社所定の請求書 

HP 掲載の下記 PDF を ダウンロードし、印刷してご記入ください。 

「保有個人データ開示等請求書」 

 

(2)本人確認のための書類 

本人確認書類の写しを当社所定の請求書にご添付ください。 

① 運転免許証（写し） 

② パスポート（写し） 

③ 在留カード（写し） 

④ 特別永住者証明書（写し） 

 

ただし、顔写真のない証明書を有していない場合は、次に掲げる中から 2 通を選択してご提出ください。 

⑤健康保険証（写し） 

⑥年金手帳（写し） 

⑦外国人登録証明書（写し） 

 

(3)代理人による「開示等請求」の場合 

代理人によって開示等請求される場合は、（1）に加えて以下の確認書類をご提出ください。 

 

ア. 開示対象者の本人確認書類 ※（2）をご覧ください 

 

イ． 当該代理人の本人確認書類 ※（2）に掲げる書類 

（ただし、代理人が弁護士等の場合は、資格証明書の提示で足ります。） 

 

ウ． 代理権を確認するための書類 

  法定代理人の場合 

ⅰ本人が未成年者 
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    ・本人の戸籍謄本（発行後 3 ヵ月以内の原本または写し） 

（ただし、15 歳以上の未成年者の保有個人データについて、当該未成年者の法定代理人が

開示等を請求される場合は、当該未成年者の同意を得る必要があります。） 

ⅱ成年被後見人の場合 

・成年後見登記事項証明書（発行後 3 ヵ月以内の原本または写し） 

 

本人が任意に委任した代理人（以下「任意代理人」という。） 

        委任状（保有個人データの開示対象となる方の自署・実印押印のもの）及び 

開示対象者の印鑑登録証明書（発行後 3 ヵ月以内の原本） 

 

 

5．手数料 

当社は開示又は利用目的通知請求のための手数料を、以下のとおり定めています。 

（手数料の請求単位は１個人１通あたりの額です。） 

 

手数料 ：  １，０００円 

 

 

手数料の払込方法は、当社の指定した金融機関口座への振込による方法とし、振込手数料は開示等を請求する

本人のご負担となります。なお、お支払いがない場合は、当社は開示あるいは利用目的の通知を行いません。 

 

◇当社ウェブサイトからのダウンロード、印刷にかかる費用、本人確認書類の取得に要する費用、当社宛ての郵送

料等の経費は、全て本人のご負担となります。 

 

 

6．開示等請求に対する回答方法 

原則として、請求受付日から 30 日以内に、本人又は代理人に回答いたします。なお、開示方法については、請求

者からのご指定がなければ、書面を郵送いたします。 

 

◇開示等請求で取得した個人情報は、開示等請求への対応に必要な範囲のみで取り扱うものとします。 

 

◇以下の場合には、「開示等の請求」にお応えできない場合があります。その場合は、その旨と理由をご通知申し

上げます。また、不開示の場合についても手数料をいただきますのでご承知ください。  

① 本人又は代理人の本人確認ができない場合 

② 所定の申請書類に不備があった場合 

③ 開示等の請求の対象が「保有個人データ」に該当しない場合 

④ 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 

⑤ 当社の業務の適正な実施に著しく支障を及ぼすおそれがある場合 

⑥ 法令、公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為である場合 

 

 

7．開示等請求の申出先・お問い合わせ先 

  株式会社ステッド 

  管理部  

    所在地：〒530-0047 大阪市北区西天満 5 丁目 14-10（梅田ＵＮビル 9 階） 

    電話  ：06-6312-7548（代表） （受付時間：9 時～18 時 土日祝日を除く） 

 


